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▲設立総会のようす

農地の転用・売買には許可が必要です

農地法第３条
　農地を農地として所有権、賃貸借権等の権利の移
転、設定をするとき。
●国東市内の方が、国東市内にある農地の権利の移
転、設定等行う場合は、農業委員会の許可が必要。
●国東市外の方が、国東市内にある農地の権利の移
転、設定等行う場合は、県知事の許可が必要。
〔資産保有や資産目的による売買、または農地を取
得する適格者（耕作面積が申請地を含め50ａ以
上）でない場合には許可されません。〕

農地法第４条
　自分の農地を農地以外（住宅、車庫、工場、倉
庫、資材置場、駐車場、山林等）に転用する場合、
農業委員会を経て県知事の許可が必要。

農地法第５条
　農地を売買、賃貸等により農地以外（住宅、車
庫、工場、倉庫、資材置場、駐車場、山林等）に転用
する場合、農業委員会を経て県知事の許可が必要。

農業施設として転用する場合
　農業施設として転用する場合は、（農業用建物は
200㎡未満、農道や用排水路等に転用する場合は面積
に関係なく）許可はいりませんが届け出が必要です。

申請書提出及び問い合せは
農業委員会又は各総合支所へ
　申請の締切りは毎月15日です。
　ただし、15日が閉庁日の場合はその前日の開庁日と
させていただきます。

 「自分の農地だから、許可や届け出などしなくても、自由に売ったり、貸したり転用してもよい
のではないか」と思っておられる方はいませんか？
　耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護するとともに、優良農地を守り、農地の効果的
な利用を図るために、「農地法」という法律があります。
　農地を売ったり、貸したり、転用するときには、「農地法」に基づく許可が必要です。

問い合わせ
国東市農業委員会事務局　☎0978725167

無断転用には厳しい罰則が！
　転用許可を受けずに行った行為は、農地法違反
ですので、農地等の権利取得の効力が生じないだ
けでなく、県知事は工事の中止、原状回復などを
命ずることができます。
　また、農地法第92条の規定により３年以下の懲
役、または300万円以下の罰金が科せられます。

 ４月20日㈮、アストくにさきで国東市水田農業推
進協議会設立総会が開催されました。
 市内では、これまで旧町単位に設置された地域協
議会で水田農業構造改革対策を行ってきましたが、
より効果的で安定的な協議会の運営を図るため地域
協議会を解散し、新しく国東市水田農業推進協議会
を設立することとなりました。
　総会には、各地域の会員ら26名が参加。初めに野
田侃生市長、山下侑一くにさき農協組合長、小山裕
司大分県東部振興局農山漁村振興部長が「農業を取
り巻く状況は、過疎化がすすみ、農業従事者の減
少、高齢化・担い手不足など厳しい現状ですが、新
しく市の協議会を立ち上げこれからの水田農業の発
展・振興のため、また農家の皆さんへの支援体制の
強化を行っていきたい。」とあいさつ。続いて国東

市水田農業推進協
議会の設立（規
約・規程の承認、
役員の選出、事業
計画・収支予算の
承認）や水田農業ビジョン、産地づくり計画書につ
いて協議され、それぞれ承認されました。
 今後は、地域における需用に応じた米の生産の推
進を図るとともに、水田農業構造改革交付金等の活
用を通じて、水田農業の構造改革の推進、水田を活
用した作物の産地づくりの推進を図ることとなって
います。
 なお、協議会事務局をくにさき農協旧旭日支所に
設置。国東市とくにさき農協がそれぞれ職員を配置
し、窓口を一本化して運営を行います。

国東市水田農業推進協議会が設立国東市水田農業推進協議会が設立

　里の駅武蔵は昨年の４月オープン。４月１日㈰の
記念感謝祭ではもちまきや小城地区のむつみ会のみ
なさんによるヨモギもちの無料配布、しいたけ、菓
子などのつかみ取りが行われ、多くの買い物客で賑
わいました。
　里の駅を運営する「大分の空６３４」代表の安永
隆一さんの話。「一昨年11月に、里の駅の着工が許
可され平成18年３月31日のオープンまで、実質４ヵ
月しか工事期間が無く、準備に苦労しました。オー
プンしてみると、『大分トキハ』や『ＨＩヒロセ』
のアンテナショップのお客さんが、ドライブがてら
買い物にきてくれました。おかげさまで、この一年
の売上については、店員の皆様も頑張ってくれて、
よく健闘した方だと思っています。市外のお客様が
多いので、これからの課題は、市内の方にもっと利
用していただくように工夫・ＰＲをして、努力して
いきたいと思っています。ここは、大分の空の玄関
ですし、“おもてなしの心”で、里の駅のまわりに
花を植えたりしていきます。市民の皆さん、毎月第
１日曜日は、いろいろなイベントをしていますの
で、ぜひ一度遊びに来てください。」

　また、「道の駅くにみ」では、４月27日㈮に開会
行事があり、ちょるちょる市場の会前後泉会長のあ
いさつに続いて、来賓の都留喜多男国見総合支所
長、堀昌崇県東部振興局次長、小野弘利県議会議員
が祝辞を述べました。
　この後、もちまきやお米のすくいどり等のイベン
トが行われ、商品も記念価格で安くなり、市内外か
らの大勢の買い物客で賑わいました。
　店長の末次知和さんは「この一年は、ある程度の
予想はしていたものの、訪れるお客様が少なめでし
た。フェリー基地があるからか、山口県や北九州か
らのお客様が、市内の方より多かったと感じていま
す。国見町のイチゴやメロン、乾しいたけ等の農産
物は、どれも品質には自信がありますので、一度い
らっしゃったお客様にリピーターになっていただけ
るよう努力していきます。権現崎周辺の整備も進ん
でいるので、お客様が増えるのではと期待していま
す。」と今後の抱負を語ってくれました。

　武蔵町の「大分の空里の駅武蔵」と国見町の
「道の駅くにみ」がオープン一周年を迎え、それ
ぞれ記念のイベントが行われました。

▲開会行事であいさつする前後会長 ▲買い物客で賑わう店内（道の駅くにみ）

▲理事長に選ばれた
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～地域活性化をめざし
　　　　　NPO法人立ち上げ～

　４月25日㈬午前10時30分から、国見生涯学習セン
ターみんなんかんホールで、来賓や関係者等約50名
が出席して、特定非営利活動（NPO）法人「国東
半島くにみ粋群＊（すいぐん）」の設立総会が行われ
ました。
　この法人は、地域住民や都会で暮らす住民に対
し、国東市の神社仏閣・景勝地・伝統行事等の地域
資源を生かした観光・交流活動の拡大を図ること
や、地域リーダーとなる人材の育成等を通して、く
にみ地域の活性化を目的として設立されました。
　設立に向けて、国見地域のまちづくりグループや
各種団体、国見総合支所、合併周辺部対策事業の一
環として大分県東部振興局とが「プロジェクトチー
ム」を結成し、この日を迎えました。

　国見総合支所の都留喜多男支所長の進行で、すべ
ての議事が承認された後、来賓の野田侃生市長が
「国見の皆さまのパワーと大分県東部振興局の絶大
なご支援でここまでこれたと思います。私は、国東
市自体が大分県の周辺部であるという認識をしてい
ます。将来的には『国東半島くにさき粋群』になる
よう期待しています。他の市内のNPO法人とも手
を携えて、国東市全体の振興のために力をお貸しく
ださい。」と祝辞を述べました。
＊「粋群（すいぐん）」とは、その昔周防灘沖で活躍した「浦部水軍」
にちなみ「元気だった時代にあやかろう」と名づけたそうです。


